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Government of India, Ministry of Health & FW additional travel advisory (I) for COVID-19 on
Home Isolation

More than 100 countries across the world now have reported cases of COVID-19. People
traveling to these countries or people who have travelled abroad might possibly have come in
contact with people affected with COVID-19 during their stay or even while in transit at the
airports. Within these countries, few countries have reported very large number of cases and
deaths putting passengers from these countries particularly at higher risk of infection.

Accordingly, in addition to the consolidated travel advisory issued on 6 th March, 2020, the
following are advised:

i. All incoming international passengers returning to India should self-monitor their health
and follow required Do’s and Dont’s as detailed by Government. 

ii. Further, all passengers having travel history to China, Hong Kong, Republic of Korea,
Japan,  Italy,  Thailand,  Singapore,  Iran,  Malaysia,  France,  Spain  and Germany are
advised to undergo self-imposed quarantine for a period of 14 days from the date of
their arrival.  If  such passengers are working in some organizations/institutions, their
respective employers are advised to facilitate work from home during this period.

iii. With respect to restrictions on visa, besides the already issued instructions, all regular
Visas(including e Visas) which have been granted to nationals of France, Germany and
Spain on or before 11.03.2020 and where these foreigners have not yet entered India
stands suspended. 

iv. Regular  visas  (including  e  Visas)  granted  to  all  foreign  nationals  who  have  travel
history to these countries on or after 1.2.2020 and who have not yet entered India also
stands suspended. 

v. Visas of all foreigners already in India remain valid and they may contact the nearest
FRRO/FRO through e-FRRO module for extension/conversion etc of their visa or grant
of any consular service, if they choose to do so. 
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インド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症が、新型コロナウィルス感染症新型コロナウィルス感染症コロナウィルス感染症感染症(COVID-19)対策として、自宅隔離を追加しとして、新型コロナウィルス感染症自宅隔離を追加しを追加し追加しし
ました。
世界 100ヶ国以上で、国以上で、で、新型コロナウィルス感染症COVID-19感染症の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問が報告されています。感染者が確認された国を訪問されています。感染者が確認された国を訪問が確認された国を訪問された国を追加し訪問

された方、新型コロナウィルス感染症また海外旅行に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でかけた方は、新型コロナウィルス感染症海外滞在中または乗継空港等でまたは乗継空港等でで COVID-19感染者が確認された国を訪問、新型コロナウィルス感染症または感
染が確認された国を訪問された国を追加し訪問した旅行に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で者が確認された国を訪問と接触した可能性があります。感染症の発生が確認された国の中にはした可能性があります。感染症の発生が確認された国の中にはがあります。感染症の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問発生が確認された国の中にはが確認された国を訪問された国の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問中または乗継空港等でに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等では、新型コロナウィルス感染症
多数の感染者と死亡が確認されている国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問感染者が確認された国を訪問と死亡が確認されている国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱が確認された国を訪問されている国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱国もあり、新型コロナウィルス感染症それらの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問国を追加し訪問した旅行に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で者が確認された国を訪問は特に高い感染リスクを抱に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で高い感染リスクを抱い感染リス感染症クを抱を追加し抱
えています。
感染リス感染症クを抱が高い感染リスクを抱まる国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱中または乗継空港等で、新型コロナウィルス感染症2020年 3月 6日付で発表された包括的な渡航危険情報に加え、下記を勧告いで発表された包括的な渡航危険情報に加え、下記を勧告いされた包括的な渡航危険情報に加え、下記を勧告いな渡航危険情報に加え、下記を勧告い渡航危険情報に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で加しえ、新型コロナウィルス感染症下記を勧告いを追加し勧告されています。感染者が確認された国を訪問い

たします:

i. インド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症へ戻る全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察を戻る全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をる国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をての感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問海外旅行に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で者が確認された国を訪問は、新型コロナウィルス感染症入国後、新型コロナウィルス感染症政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をめる国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱注意事項に従い、自宅待機し健康観察をに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で従い、自宅待機し健康観察をい、新型コロナウィルス感染症自宅待機し健康観察をし健康観察をを追加し
行に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でってください。

ii. 中または乗継空港等で国や香港、韓国、日本、イタリア、タイ、シンガポール、イラン、マレーシア、フランス、スペ香港、新型コロナウィルス感染症韓国、新型コロナウィルス感染症日本、新型コロナウィルス感染症イタリア、新型コロナウィルス感染症タイ、新型コロナウィルス感染症シンガポール、新型コロナウィルス感染症イラン、新型コロナウィルス感染症マレーシア、新型コロナウィルス感染症フランス感染症、新型コロナウィルス感染症ス感染症ペ
インそしてド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症イツへの渡航歴がある方については、インド入国日からへ戻る全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問渡航歴がある方については、インド入国日からがある国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱方に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でついては、新型コロナウィルス感染症インド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症入国日から 14日間の自主検疫を勧告しの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問自主検疫を勧告しを追加し勧告されています。感染者が確認された国を訪問し
ています。自主検疫を勧告しの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問必要性があります。感染症の発生が確認された国の中にはが生が確認された国の中にはじた方の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問勤務先企業そして所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨そして所属先団体の皆様には、在宅勤務を奨の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問皆様には、在宅勤務を奨に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等では、新型コロナウィルス感染症在宅勤務を追加し奨
励するよう勧告いたします。する国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱よう勧告いたします。勧告されています。感染者が確認された国を訪問いたします。

iii. すでに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で発表された包括的な渡航危険情報に加え、下記を勧告いされたビザへの制限に加え、へ戻る全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問制限に加え、に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で加しえ、新型コロナウィルス感染症フランス感染症、新型コロナウィルス感染症ド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症イツへの渡航歴がある方については、インド入国日からそしてス感染症ペイン国籍の方に対し、の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問方に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で対し、新型コロナウィルス感染症2020

年 3月 11日またはそれ以前に発給された通常のビザに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で発給された通常のビザされた通常のビザの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問ビザへの制限に加え、(e-Visaを追加し含むむ)、新型コロナウィルス感染症そして現時点でインドに入でインド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で入
国されていな渡航危険情報に加え、下記を勧告いい方が所持するビザについて、一時停止措置が適用されました。する国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱ビザへの制限に加え、に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でついて、新型コロナウィルス感染症一時停止措置が適用されました。が適用されました。されました。

iv. 上で、記を勧告い(ii)の感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問国へ戻る全ての海外旅行者は、入国後、政府が定める注意事項に従い、自宅待機し健康観察をの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問渡航歴がある方については、インド入国日からの感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問ある国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱すべての感染例が報告されています。感染者が確認された国を訪問外国人に対し、に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で対し、新型コロナウィルス感染症2020年 2月 1日またはそれ以降に発給さに出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で発給された通常のビザさ
れた通常のビザビザへの制限に加え、(e-visaを追加し含むむ)、新型コロナウィルス感染症そして現時点でインドに入でインド政府健康家族保健省が、新型コロナウィルス感染症に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等で入国されていな渡航危険情報に加え、下記を勧告いい方が所持するビザについて、一時停止措置が適用されました。する国もあり、それらの国を訪問した旅行者は特に高い感染リスクを抱ビザへの制限に加え、に出かけた方は、海外滞在中または乗継空港等でつい
て一時停止措置が適用されました。が適用されました。されました。

v. 現時点でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効でインドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効インドに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効に入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効ての全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効方が所持するビザについては、引き続き有効が所持するビザについては、引き続き有効所持するビザについては、引き続き有効するビザについては、引き続き有効ビザについては、引き続き有効に入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効ついては、引き続き有効引き続き有効き続き有効続き有効き続き有効有効
とします。滞在期間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さ滞在期間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さの全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さやビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さビザについては、引き続き有効種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さの全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さを希望される方、または領事サービスの利用を希望さ希望される方、または領事サービスの利用を希望さされるビザについては、引き続き有効方が所持するビザについては、引き続き有効、引き続き有効または領事サービスの利用を希望さサービスの利用を希望さの全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効利用を希望さを希望される方、または領事サービスの利用を希望さ希望される方、または領事サービスの利用を希望ささ
れるビザについては、引き続き有効方が所持するビザについては、引き続き有効は、引き続き有効e-FRROモジュール経由でで最寄りのりの全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効FRRO/FROに入国済み・滞在中の全ての外国籍の方が所持するビザについては、引き続き有効ご連絡ください。連絡ください。ください。滞在期間の延長やビザ種別の変更を希望される方、または領事サービスの利用を希望さ

vi. ******

2020年 3月 11日


